
 

農地中間管理事業を利用の皆様へ 

 

令和７年２月以降に農地中間管理事業を利用する場合、「農振農用内」はＪＡみや

ぎ登米（中間管理機構）による受付、「農振農用外」は農業委員会の要請による受付

となります。 

 登米市内各総合支所で経営別筆別表を取得する際は、下記内容を確認のうえ窓口に

お越しくださいますようお願いいたします。 
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※農振区分が「農振外」の場合は農業委員会で農地法第３条等の手続きとなります。 

 詳しくは農業委員会までご相談ください。 

経営別筆別表の見方 

【農振区分が「農用内」の場合】 【農振区分が「農用外」の場合】 

【窓口及び連絡先】 
ＪＡみやぎ登米において手続き 
・西部営農経済センター 
（迫町・南方町） 
TEL 0220-22-3232 

・南部営農経済センター 
（米山町・登米町・豊里町） 
TEL 0220-55-3111 

・東部営農経済センター 
（中田町・石越町・東和町） 
TEL 0220-34-7011 

【窓口及び連絡先】 
農業委員会において手続き 
・登米市農業委員会事務局 
（全域） 
TEL 0220-34-2317 

【持ち物】 
・地権者（農地の所有者） 
金融機関の通帳、認印 

・耕作者（農地の借受者） 
金融機関の通帳、通帳の届出印 
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